
 

災害・交通機関不通時における面接指導（授業）・単位認定試験の取り扱いについて 

Ⅰ 次の場合は、午前・午後とも休校とする。 

１．  午前 7時に、岐阜県美濃地方または愛知県尾張東部・尾張西部の市町村のいずれかに「暴風警報」・

｢暴風雪警報｣または「特別警報」が発令されている場合。 

（ア）登校途中の場合は、すみやかに身の安全を保持し帰宅するなど適切な行動をとる。 

（イ）登校後の場合は、学校の指示に従う。 

（ウ）局地的な集中豪雨の場合には、的確な気象状況を掌握し、道路が冠水して閉鎖されたり、橋の損 

壊などで危険な場合には登校しないこと。ただし､学校へ連絡をすること。 

２. 「大雨警報」、「大雪警報」等発令時には授業は平常どおり行う。ただし、 

（ア）今後の気象情報や地域の実情等をもとに家族と相談し、交通機関・道路の安全を確認のうえで登 

校すること。 

（イ）登下校の安全確保に不安がある場合は、学校に連絡し、自宅で待機するか、状況を見て登校する

こと。 

（ウ）「暴風警報」・｢暴風雪警報｣または「特別警報」の発表が予想される場合など登下校の安全確保に

不安がある場合は、学校に連絡し、自宅で待機するか、状況を見て登校すること。 

３.  始業時刻において、ＪＲ東海・名古屋鉄道（名鉄）・近畿日本鉄道（近鉄）・名古屋市営交通・岐 

 阜乗合自動車（岐阜バス）・長良川鉄道・養老鉄道・樽見鉄道のうち、２社以上が運休ストライ 

 キを実施し、続行中の場合。 

 

Ⅱ 大規模な災害の発生や発生が予想される場合は、下記のとおりとする。 

１.  大規模地震の発生時や「南海トラフ地震に関する情報（臨時）」が発表された場合等、また突発的 

な災害発生・発表があった場合は、校長の判断で状況に応じた措置を講じる。 

 ＊ 災害伝言ダイヤル〈１７１－２－０５８－２５１－８１８１〉で、学校からの伝言を聞くことが

できる。 

 ＊ 災害伝言ダイヤル〈１７１―１―自宅・個人の電話番号（市外局番から）〉で、家族や学校に状況

等を伝言しておくことができる。 

 

Ⅲ 全国瞬時通報システム（Ｊアラート）が作動した場合は、下記のとおりとする。 

１.  在校中の場合は、教員の指示に従い、できるだけ窓から離れ身の安全を保持する。下校するか留 
   まるかは行政からの指示に従い、校長の判断で決定する。ただし、下校する場合は、保護者に 
   確実に連絡後帰宅する。 

２.  登下校途中・在宅中の場合は、身の安全を保持し、J アラートの情報と行政の指示に従い冷静に

行動する。 

（ア）屋外にいる場合は、近くの建物の中、または地下に避難する。 

（イ）屋内にいる場合は、すぐに避難できる頑丈な建物や地下があれば直ちにそちらに避難する。それ

ができなければ、できるだけ窓から離れ身の安全を保持する。 

３.  日本の領海外の海域に落下、および日本の上空を通過した旨の情報が出された場合は原則として 

 平常授業とする。登下校中に不審な物を発見した場合には、決して近寄らず、直ちに警察や消防

に連絡する。 

４.  日本の領土・領海に落下する可能性がある旨の情報が出された場合は、引き続き屋内に避難する。 

    その後、弾道ミサイルが日本の領土・領海に落下したと推定された場合には落下場所等につ 
   いて続報が伝達されるので、引き続き屋内に避難をする。その後、行政の指示に従い、交通 

   機関、道路の安全を確認のうえですみやかに帰宅するなど適切な行動をとる。帰宅中、不審な物 

   を発見した場合には、決して近寄らず、直ちに警察や消防に連絡する。 
 


